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カード端末機の設置店舗を増やすとともに、おもてなし座談会等の実施により外国人観光客に優しい環境
整備を進めます。

⑧ 福岡における対馬市の認知度向上及び物産の消費拡大を図ります。
対馬ファンを獲得し、認知度アップに繋げるためホテル、飲食店等を回り対馬サポートショップを獲得しま

す。また、チーム２４０（つしま）ドンナ隊を結成し、隊の事業展開を図り旅行客の増大を目指します。

物産展等の継続開催や出展により、対馬の認知度向上と特産品ＰＲ・販路開拓を進めます。また、対馬市
福岡事務所や対馬観光物産協会と連携し、認知度向上による「つしまヂカラ」戦略プランに基づき、特産品
のＰＲと販路開拓及び対馬産品取り扱い店舗の拡大に取り組みます。

⑥ 商業地域を中心としたにぎわいづくりをします。
急増している外国人観光客及び「しまとく通貨」など交流人口の拡大によるプラス環境を十分に活かしま

す。また、商店街活性化に係る研修会等の開催、商工業活性化の協議を実施します。

⑦ 外国人観光客に優しい環境を整えます。

企業誘致については、「農林水産業関連企業」をはじめ、「情報通信関連企業」、「旅館業等観光関連産
業」を重点分野としていますが、その中でも宿泊施設に対する緊急的な対応として、宿泊施設の誘致に取り
組みます。

④ しまとく通貨のPR及び加盟店への勧誘を推進します。
長崎県内の島にある市町で共通に利用できる２０％のプレミアム付商品券である「しまとく通貨」について、

広報紙、フェイスブック及び各種イベントでＰＲを行い、離島での消費拡大を図ります。

⑤ 地場産品の更なる消費拡大に取り組みます。

昨年度リニューアルした対馬の観光ガイドブック（Ａ４サイズ）について、増大する韓国人観光客向けに韓
国語版を作成するとともに、スマートフォンで利用するアプリケーションを活用し、より一層の情報システムの
構築を目指します。また、公衆無線ＬＡＮサービス環境整備（Ｗｉ-Ｆｉ）を行います。

② 国際交流イベントをはじめとした交流人口の拡大を図ります。
　対馬３大イベントをはじめとする国際交流イベントをバランスよく開催支援し、国内外へ対馬をアピールする
ことにより交流人口の拡大を推進します。

③ 重点誘致対象分野を絞った企業誘致に取り組みます。

地域と地域マネージャーの連携により個々の地域に根ざす課題や問題点、将来設計など具体的な目標を
検討し、地域総意で「地域づくり計画」の策定を進めます。

③ 水ビジネス事業を推進します。
平成２４年度に実施しました市場調査等に基づき、事業化に向けての可能性の検討を行うとともに、今年度

実施予定の調査委託により、施設整備方針等の事業スキームの構築を図ります。

２  観光物産推進本部

① 魅力ある観光情報システムづくりを目指します。

平成２５年度　対馬市組織目標（概要版）

１  地域再生推進本部

① 対馬市市民基本条例の啓発、推進に努めます。
本条例は、対馬市において市民協働のまちづくりを推進していく中で、幅広く市民の皆さんへ周知していく

必要がありますので、今年度は、対馬市市民基本条例制定記念事業を開催するとともに、対馬市市民基本
条例推進審議会により、本条例の趣旨に照らした市政運営などの検証を行います。

② 地域マネージャー制度事業による地域づくり計画の策定を推進します。
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現年分の未納世帯に対しては、納付催促及び徴収を早めに実施します。また、滞納繰り越し分について臨
戸徴収や納付相談（誓約）を実施し収納率の向上に努めます。

② 健康つしま２１計画の推進に努めます。
生涯を通じて元気に生きるための健康づくりの行動指針や推進方策を示す保健計画「健康つしま２１」に基

づき、実施計画を作成するとともに効果的な活動を展開していきます。

長崎県環境実践モデル都市第１号として、再生可能エネルギーの導入促進や民間事業者と連携した新エ
ネルギー導入の可能性について調査、検討を行うとともに、低炭素型社会の構築に向けた省エネルギー、
創エネルギーの導入促進を図ります。

⑦ 環境基本計画を策定します。
健全で恵み豊かな環境を取り戻し、将来にわたって良好な状態を創り維持するために必要な施策を計画

的に推進するため、前年度からの継続した取り組みとして「対馬市環境基本計画」を策定します。

５　 福祉保健部

① 保育料の収納率向上に努めます。

長崎県海岸漂着物地域対策推進事業補助金を活用し、漂着物被害が著しい海岸を中心に漂着ごみの回
収・処理を計画的に実施します。また、海岸漂着物の発生抑制のため、関係者間の連携・交流等を目的に、
日韓市民ビーチクリーンアップ事業などの漂着ごみ回収イベントを開催します。

⑤ 対馬市一般廃棄物処理基本計画（見直し）の策定を進めます。
対馬市一般廃棄物処理基本計画は、平成３１年度を目標年次として平成１８年２月に策定していますが、

市の廃棄物行政を取り巻く環境が大きく変化していることから、計画の見直しに取り組みます。

⑥ 産業基盤の構築と連動しながら自然環境の保全に努めます。

厳正な滞納処分を実施するため、積極的に財産調査、預貯金調査、生命保険等の調査を行い、差押えの
実施および滞納処分の停止等滞納整理の充実を図ります。また、臨戸徴収から自主納付（口座振替等）へ
の推進を行います。

③ 各主体が連携したリサイクル、ゼロ・エミッションを推進します。
「元気野菜コンテスト」を開催している団体や生ごみ堆肥化の活動を行う各種団体を支援するとともに、緊

急雇用創出事業により、生ごみ・廃食油の再利用システム実証実験に取り組みます。

④ 海山等の自然環境を保全する活動を推進します。

常に入札契約制度を検証し、公正性の確保、客観性、透明性の向上を図ります。また、現在の入札参加資
格者申請及び業者の格付けについて検証し、必要に応じて改めるように努めます。

４　 市民生活部

① 窓口ワンストップ化、窓口受付システムの利用促進に努めます。
市役所の全体業務を把握し、来訪者へ適切な説明案内に努め、窓口ワンストップ化を推進します。また、

窓口受付システムの利用促進に努めます。

② 滞納処分の強化を図ります。

合併から今日まで取り組んできた行財政改革を継続しながら、今年度は「対馬市組織計画」（仮称）素案に
ついて、本計画の策定と計画実施に取り組みます。

② 健全な財政運営の執行と財政状況のわかりやすい公表を行います。
市の財政状況や予算・決算などについて、市報、ホームページにわかりやすい形で掲載し、市民皆様が市

の財政状況を理解されるように努めます。また、今年度から当初予算の概要をまとめた小冊子を各世帯に配
布します。

③ 入札・契約の適正化に努めます。

３  総務部

① 市民協働型の行財政システムの確立を目指します。
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漁業者の所得安定及び減少に歯止めをかけ、漁業の発展に繋げるため、水産物を島外へ出荷する際の
輸送コストに係る経費について支援します。

⑩ 基盤整備工事の早期発注、早期完成に努めます。
農林道整備、漁港漁場整備など、第一次産業の基盤整備として、大型補正分の早期発注及び通常事業

分の早期着手を行い年度内設計完了を目指します。

対馬の第一次産業と観光の融合を図るため、農林水産物の旬な食材を島内店舗で提供し、消費の拡大を
図るとともに、島内外に対馬の産物をＰＲすることで需要価値を高めていきます。

⑧ 魚礁の設置を進めます。
対馬沿岸域における水産資源の低迷により漁業生産量は減少し続けている状況であることから、魚礁を地

先漁業権内に設置し近場の漁場を整備することにより、漁業者の高齢化にも配慮した漁場環境を整えます。

⑨ 水産物の輸送費補助を実施します。

　学校給食での食材供給について、特産・奨励品であるシイタケ、あか牛、野菜及び水産物購入への支援を
行い、地場農林水産物利用の促進を図ります。

⑥ 「海洋保護区」の設定を進めます。
水産資源の持続的利用と伝統的な漁業の継承を図るために「海洋保護区」の設定を目指します。科学委

員会からの答申を受けて、推進協議会が決定した海洋保護区を戦略会議を通じて、国や県などに働きかけ
ていき、対馬らしい海洋保護区設定を進めていきます。

⑦ 「対馬食通祭」を開催します。

豊富な森林資源の有効活用策の一つとして、今後の新産業としての可能性を有する“J-VER制度”（間伐
促進による二酸化炭素吸収量増加量に係る排出権取引制度）への登録が終わり、平成２４年度にクレジット
発行までできたことから、今年度については、クレジットの売買を加速します。

④ 農林産物の鳥獣被害防止及び居住区域内における生活安全対策の確立を進めます。
　「壱岐・対馬地域鳥獣被害防止計画」に基づき、防護柵の導入を図ります。また、地域ぐるみでの鳥獣被害
対策を推進するため、地域捕獲組織の構築を目指すとともに、新たに居住区域内における生活安全対策、
家庭菜園等の防護対策に対する支援を行います。

⑤ 学校給食地場農林水産物導入事業を実施します。

「対馬しいたけやんこも再生プラン」の最終年度にあたり、計画的にしいたけ振興策を進めるために、簡易
散水施設の導入等による生産の効率化、また新規就業時の支援施策の充実等による担い手並びに選別作
業員の確保と育成、しいたけフェア等開催による対馬しいたけの需要拡大等に取り組みます。

② 対馬市森林づくり基本計画、対馬市伐採ガイドラインを策定します。
「対馬市森林づくり基本計画」及び「対馬市伐採ガイドライン」を策定し、計画、指針の進捗管理を対馬市

森林づくり委員会において行います。

③ 市有林整備の推進による循環型森林資源活用のためのオフセット・クレジット提案事業
を実施します。

慢性腎臓病（CKD）の発症や進行により、重症化した際に必要となる透析予防対策として、対馬保健所と協
力しながら３ヶ年計画で事業を進めることとし、今年度においては、地域診断（医療費分析）と公報活動を実
施します。

④ 市民健診の受診率向上に努めます。
市民健診の受診率につきまして、受診勧奨広報活動を強化し特定健診受診率４０％、特定保健指導初回

面接実施率６５％の実現を目標とし、生活習慣病の予防に資する講演会の開催や健診推進員を雇用し、未
受診者への電話や臨戸訪問等による勧奨を図り、受診率の向上を推進します。

６ 　農林水産部

① 対馬しいたけ再生プラン総合対策支援事業を実施します。

③ 慢性腎臓病（CKD）対策事業を実施します。
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窓口処理における市民満足度の向上を図るため、来庁者が相談しやすい職場（窓口）環境づくり、苦情件
数「０」を目指します。また、管内における環境整備のため、不法投棄防止の啓発に取り組み、不法投棄箇所
数の削減に努めます。

④ 税・水道料金の納付促進に努めます。
税・水道料金の納付について、納税相談、誓約の履行、時間外徴収等を実施することにより、税の現年度

分徴収率並びに、水道料金収納率の向上に努めます。

豊玉管内で開催されるイベント（シーカヤック大会）と連携した体験型観光を推進し、浅茅湾をはじめ、和多
都美神社などの観光資源の活用を促進します。

② 観光地の景観維持活動を行います。
神話の里自然公園や烏帽子岳展望所等の景観維持のため、職員による園内の朽木伐採や除草作業等の

景観維持活動を実施します。

③ 窓口の適正な運営、環境整備に努めます。

濃部地区の治山事業（崖崩れなどの土砂災害対策）について、昨年度に引き続き対馬振興局農林整備課
等の関係機関と密に連携をとりながら、実施に向けて地元調整を行います。

④ 水道料金の収納率向上に努めます。
美津島管内における水道料金の滞納分について、徴収強化月間を設けるとともに、納付勧奨及び給水停

止等の取り組み強化により収納率の向上に努めます。

10　 豊玉地域活性化センター

① イベントと連携した体験型観光の推進

　定期的な会議開催などにより職員相互の情報の共有化を図り、各担当の業務内容の把握に努め、担当不
在時の対応や複数来客時の対応など、窓口サービスの向上に努めます。

② 管内市営住宅の家賃滞納額縮減に努めます。
市営住宅の平成２５年度使用料の収納率向上に取り組み、新たな滞納額の縮減に努めます。また、過年

度分の滞納額徴収も積極的に取り組み滞納額全体の縮減に努めます。

③ 安全・安心のまちづくりを推進します。

経営の効率化と健全な事業運営を図るためには、水道料金の収納率向上は緊急の課題であり、今年度に
ついても前年度に引き続き新規滞納者の発生予防、納付誓約（分納）者の取り組み強化、給水停止の強化
に取り組みます。

② 水道事業と簡易水道事業の経営統合を推進します。
安心で安全な水道水の供給と安定した効率的な経営を目指すため、水道施設の統合を進めながら、水道

事業と簡易水道事業の経営統合を進めます。

９　 美津島地域活性化センター

① 窓口サービスの向上に努めます。

「対馬市営住宅家賃滞納整理事務処理要綱」に基づき、文書による督促事務や長期滞納者に対する文書
による確約等を締結しての分納指導、また、確約不履行等の悪質滞納者には、裁判所による明け渡し命令
等の法的手続きを取るなど、未収額の縮小に努めます。

② 公共工事の早期発注・早期完成に努めます。
公共工事の早期着工に努めることにより、市の経済流通の初動を促進し市民生活の活性化とともに、早期

完成によって市民の生活基盤の底上げを図ります。

８　 水道局（部）

① 水道料金の収納率向上に努めます。

７　 建設部

① 市営住宅使用料の収納計画の策定と未収金縮小に努めます。
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対馬市内においてＡＥＤの設置普及が進んできたことから、市民にＡＥＤ設置の周知、救命処置の手技を
身に付けていただくため、応急手当の講習会を毎週土曜日の終日に拡大し一人での受講も可能とします。
また、事業所や育成会での講習会実施について働きかけます。

③ 消防救急無線のデジタル化を進めます。
電波法関係審査基準の改定により必要となった消防無線のアナログ方式からデジタル方式への移行につ

いて、今年度に於いては実施設計を完了し、入札の執行及び契約を行います。

職員相互間の情報共有化を図り、市民ニーズに対し広い間口体制を構築し、主担当が不在でも市民ニー
ズに応えられる体制づくりと、窓口・電話対応に対する苦情件数「ゼロ」を目指します。

14　消防本部

① 地区消防団の統合及び車両の適正配置を推進します。
様々な要因から消防団活動に影響を及ぼすおそれのある分団について、隣接分団との統合を進めていま

すが、今年度におきましても、分団間の距離、受持区域、団員数等を勘案し、各関係者で協議し分団統合
及び消防車両の適正配備を進めます。

② 応急手当の普及啓発活動に取り組みます。

稚貝・稚魚の放流体験や、しいたけの採取体験などの農林水産業生産活動について、上対馬管内小学生
を対象に体験してもらい、次世代の担い手育成につなげます。

② 豊かな自然や伝統を活かした体験型・地域密着型観光を推進します。
韓国展望所から豊砲台跡までの観光ルートの整備と自然体験施設「舟志の森自然学校」の効果的な運営

に取り組み、交流人口を増やすことにより賑わいを取り戻すことを目指します。

③ 窓口サービスの適正・迅速化に努めます。

各窓口への来庁者が、気持ちよく来庁されるよう庁舎内外の美化に取り組みます。庁舎内及び庁舎敷地周
辺の清掃、除草を定期的に実施するとともに、庁舎内ゴミについて減量化に努めます。

④ 観光基盤の充実と体験型観光の推進に取り組みます。
対州馬の保存管理のための計画を対州馬保存管理検討委員会により策定するとともに、対州馬、ツシマヤ

マネコなど対馬固有の地域資源を活用し交流人口の拡大を図ります。

13　上対馬地域活性化センター

① 自然環境の保持及び農林水産業の担い手の育成を図ります。

② 窓口及び電話対応の向上に努めます。
都会の役所とは違った田舎の自治体らしく、形式ばったものではなく、やわらかい雰囲気づくりに心がけ、

来庁者に対して親しみやすい挨拶と迅速な対応に努めます。また、電話照会者に対しては、相手の立場に
立ち、親しみやすく分かりやすい親切丁寧な対応に努めます。

③ 庁舎内外の清掃を徹底します。

管内の公共施設である公園や庁舎について、緑地の草刈り及び清掃等を実施することにより、施設の維持
管理を徹底し、安心安全な市民の利用しやすい環境の整備に努めます。

12　上県地域活性化センター

① 地域イベント・ボランティア活動へ参加します。
地元で開催される各種イベントや清掃活動・福祉活動に職員が一丸となって、積極的にボランティア活動

に参加します。また、近隣の町で開催されるイベントにも積極的に参加することにより、活性化センター間の
連携強化や相互協力体制づくりを進めます。

11　峰地域活性化センター

① 管内施設の環境整備の徹底に努めます。
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美術鑑賞機会の少ない対馬市において、長崎県美術展覧会公募展移動展を開催し、県展入賞作品及び
対馬市在住者の入賞作品を展示します。併せて、児童生徒を対象に、専門家によるワークショップ・実演な
どを行います。

⑤ 文化財の保護・活用を図ります。
金田城跡・矢立山古墳群等について、保存整備計画により整備を進めるとともに、文化財に係る防犯対策

の強化と情報発信に努めます。また、「対馬歴史海道博物館」（仮称）の建設について計画を進めます。

各種研修会の実施、各関係者との連携等により、基礎学力の定着と学校図書館の充実、特別支援教育の
充実、不登校児童生徒対策の充実に取り組み、一人ひとりを大切にした教育活動を推進します。

③ スポーツ合宿、スポーツ交流等誘致促進事業を実施します。
国内外のトップレベルチームの合宿を本市に誘致することで、元気と笑顔のあるまちづくり、市民の健康に

対する意識の高揚、スポーツ人口・交流人口の拡大、地域経済効果等の向上を目指します。

④ 芸術文化鑑賞の機会充実及び市民文化活動の支援を行います。

住宅用火災警報器の有効性をＰＲし、設置率が低迷している地区への重点指導に取り組みます。また、自
力避難困難者が入居及び出入りする７３施設に対して、年１回以上の立入検査を実施し、防火安全対策の
指導徹底を図ります。

15　教育委員会事務局

① 教育施設の充実・整備、有効活用を推進します。
「対馬市立学校及び幼稚園統合推進計画」に基づいて保護者説明会、地区説明会を実施し、学校、保護

者及び地域住民の理解のもと統廃合を進めます。

② 確かな学力・豊かな心を育む教育活動を推進します。

④ 住宅用火災警報器設置促進広報及び効果的な立入検査を実施します。

-6-



全体 №１　
個別 001-01

項 目 対馬市市民基本条例の啓発、推進

内 容

　平成24年4月1日から対馬市のまちづくり（自治）の基本理念や市政運営
の原則などを定めた「対馬市市民基本条例」が施行されました。
　これは、対馬市において市民協働のまちづくりを推進していく中で、市
民、議会、行政の共通したルールとして活用していくものであり、この条
例を幅広く市民へ周知していく必要があります。
　また、条例の検証機関として「対馬市市民基本条例推進審議会」を設置
し、この条例の趣旨に照らした各項目の状況を把握することにより、市政
運営などの検証を行い、市政に反映させられるよう働きかけながら条例の
内容を検討します。

【 今 年 度 】

　○対馬市市民基本条例制定記念事業の開催

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 快適な暮らしを支える生活基盤の整った人とまち

施 策 市民協働によるまちづくりの推進

平成２５年度［地域再生推進本部］ 組織目標

課　名 協働のまちづくり推進グループ

・同　　上

２月 ３月10月 11月 12月 １月８月 ９月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

対馬市市民基本条
例推進審議会の開
催（年２回）

対馬市市民協働推
進員会議の開催

対馬市市民基本条
例逐条解説の活用
（通年）

市民協働事業の実
践例周知（市報へ
の掲載・ＣＡＴＶ
活用）

指 標
（数値目標）

対馬市市民 本条例制定記念事業 開催
　　（市政１０周年記念事業に併せて）
　　地域マネージャー制度モデル地区の事例発表、記念講演等による市民
　　協働事業の啓発
　○対馬市市民基本条例推進審議会の開催（年２回）

達 成 時 期 平成２６年　３月

【達成年度】
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全体 №２　
個別 001-02

項 目 地域マネージャー制度事業による地域づくり計画の策定

内 容

地域マネージャー制度の定着を図る中で、地域と地域マネージャーの連
携による協働事業を実施するとともに、アンケート・現地調査、ワーク
ショップ等による地域診断等個々の地域に根ざす課題や問題点、将来設計
など具体的な目標を検証し、個々の地域総意で地域づくり計画を作成しま
す。

また、地域との連携、行政情報の共有をより一層推進していくため、各
行政区において年2回を目標に地区との話し合いの場を設定します。

【 今 年 度 】

　○地域づくり計画作成地区目標　５地区
○地域 ネ ジ 校区会議 実施（年 回）

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 快適な暮らしを支える生活基盤の整った人とまち

施 策 市民協働によるまちづくりの推進

平成２５年度［地域再生推進本部］ 組織目標

課　名 協働のまちづくり推進グループ

・同　　上

２月 ３月10月 11月 12月 １月８月 ９月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

地域マネー
ジャー研修会
（WS)

各地区における地
域マネージャー協
働事業の実施

各地区における
地域づくり計画
の策定

地域マネー
ジャー校区会議
（１回）

行政情報の提供
（２回）

指 標
（数値目標）

　○地域マネージャー校区会議の実施（年１回）
　○リーダー・サブリーダーを主とした市民協働ワークショップの開催

達 成 時 期 平成２６年　３月

【達成年度】
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全体 №３　
個別 001-03

項 目 水ビジネス事業の推進

内 容

現在、一般県道瀬浦厳原港線の「内山坂トンネル」における湧水
処理により、相当量の地下水が流出しています。

この、豊かな対馬の自然である森林の涵養から発生する地下水を
新たな資源と認識し、水ビジネスを展開した新たな雇用創出の可能
性を探ります。

【 今 年 度 】

平成24年度に実施した 市場調査等に基づき 事業化に向けての

課　名 地域力再生推進グループ

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 創造的な産業と次世代の担い手を育む人とまち

施 策 地場産業の振興と観光との連携

平成２５年度［地域再生推進本部］ 組織目標

達 成 時 期 平成２６年　３月

11月 12月 １月 ２月 ３月

事業化の検討と
事業費の算出
(H25)

８月 ９月 10月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

事業スキーム
構築(H25)

指 標
（数値目標）

　平成24年度に実施した、市場調査等に基づき、事業化に向けての
可能性の検討及び施設整備事業費等の算出を実施します。

【達成年度】

　平成24年度に実施した調査委託及び今年度実施予定の調査委託に
より、施設整備方針等の事業スキームの構築を図ります。
　なお、その事業スキームによる施設整備事業等を計画的に実施し
ます。
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全体 №４　
個別 002-01

項 目 魅力ある観光情報システムづくりを目指します。

内 容

昨年度、対馬の観光ガイドブックの日本語版をリニューアルし、文字も
見やすいようにとＡ４サイズで作成しました。本年度は増大している韓国
人観光客向けに韓国語版を作成していきます。また、既存の対馬ＰＲポス
ターを対馬の観光資源を活用し、よりインパクトのあるものを作成してい
きます。

その他、昨年度作成したスマートフォンで利用する韓国語観光アプリ
ケーションを活用し、日本語・英語版のアプリケーション作成も同時に行
い、より一層の情報システムの構築を目指します。

また、主に外国人観光客の満足度向上・消費拡大を図るため公衆無線Ｌ
ＡＮサービス環境整備（Ｗｉ－Ｆｉ）をおこないます。

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 固有の歴史文化を発信し、交流の活発な人とまち

施 策

【 今 年 度 】
・魅力ある観光ガイドブック（韓国語版）の作成　　２０，０００部

本 部課　名

独自の地域資源を活かした交流人口の拡大

平成２５年度［観光物産推進本部］ 組織目標

・同　　上

２月取り組み ４月 ５月 ６月

・日本人及び英語圏観光客に向けた対馬の観光地案内や、買い物飲食店
情報などを発信し、消費を拡大するためのアプリケーションを制作しま
す。

平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

３月

観光ガイドブッ
ク作成（韓国語
版）

11月 12月

対馬ＰＲポス
ター作成

観光アプリケー
ション制作（日
本語・英語版）

指 標
（数値目標）

島内Ｗｉ－Ｆｉ
環境整備

７月 ８月 ９月 10月 １月

達 成 時 期

・公衆無線ＬＡＮサービス環境整備（Ｗｉ－Ｆｉ）をおこない外国人観
光客の満足度向上および消費拡大を図ります。

【達成年度】

-10-



・国境マラソンＩＮ対馬 参加者数
・厳原港まつり 観客数
・対馬ちんぐ音楽祭 観客数
・ 韓国人観光客数 １５０ ０００人

全体 №５　
個別 002-02

項 目 国際交流イベントをはじめとした、交流人口の拡大

内 容

①仏像問題で影響が心配されますが、対馬３大イベントをはじめとする国
際交流イベントをバランスよく開催支援し、国内外へ対馬をアピールし交
流人口の拡大を図ります。

②通年による国際交流事業の支援活動を実施し、韓国人観光客の増加を図
ります。

【 今 年 度 】
１，２００人

３０，０００人
６００人

課　名 本 部

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 固有の歴史文化を発信し、交流の活発な人とまち

施 策 韓国をはじめとする東アジア都市との国際交流の促進

平成２５年度［観光物産推進本部］ 組織目標

・ 韓国人観光客数

・同　　上

●

●

●

１５０，０００人

【達成年度】

達 成 時 期

12月８月 ９月 10月 11月４月 ５月

対馬ちんぐ音楽
祭

国際交流事業支
援

平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ６月 ７月 ３月

国境マラソンＩ
Ｎ対馬

２月１月

厳原港まつり対
馬アリラン祭

指 標
（数値目標）
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全体 №６　
個別 002-03

　地域経済の活性化や若者の島内定住、雇用創出などを促進するため、対
馬の自然（海、山、里）が生み出す資源、素材を活用した「農林水産業関
連の企業」をはじめ、「情報通信関連企業」「旅館業等観光関連産業」を
重点対象分野としています。その中でも昨年度に引き続き、韓国からの観
光客急増に伴い、宿泊施設に対する緊急的な対応として、宿泊施設の誘致
に取り組みます。
　長期的な取り組みとしては、昨年度から募集している「三宇田地区宿泊
事業者募集」を継続し、北部対馬の振興につながるホテル誘致を目指しま
す。また、公園事業計画策定に向けて長崎県との協議を継続します。

・観光客の急増に伴う航路事業者、ＡＧＴ等から宿泊施設増強の要望に対
応するため、地元関係事業者との調整、旅行者の実態調査、韓国旅行社、
国内旅行者意向調査など行い、緊急的又は長期的な宿泊施設の整備・誘致
に取ります

№
Ｕ・Ｉターン等定住化対策の促進

課　名

項 目 重点誘致対象分野を絞った企業誘致

内 容

本 部

【 今 年 度 】

総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 創造的な産業と次世代の担い手を育む人とまち

施 策

平成２５年度［観光物産推進本部］ 組織目標

審査 決定

に取ります。
・緊急的取り組みとして、未利用施設の活用、キャンプ場等の営業期間の
延長、ＡＧＴと宿泊施設を結ぶ予約窓口の開設等宿泊施設の機能強化を図
るとともに、簡易宿泊施設の誘致に取り組みます。
　
〔指標数値〕
　　三宇田地区宿泊事業者候補企業に１社を設定し交渉を開始します。

３月

庁舎内協議
情報収集

11月 12月 １月 ２月

地元調整・旅行
客実態調査

８月

誘致活動
（企業訪問等）

三宇田地区ホテ
ル公募関係

９月 10月取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

指　　標
（数値目標）

【達成年度】
・同　　上

平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

達 成 時 期

公園事業計画策定に向けての協議
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◎加盟店勧誘　５店舗増

・同　　上

全体 №７　
個別 002-04

○

加盟店勧誘 ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○

広報誌 ○ ○

フェイスブッ
ク・各種イベン
ト

○ ○ ○ ○ ○

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

項 目 　しまとく通貨のＰＲ及び加盟店への勧誘

内 容

　長崎県内のしま市町で共通に利用できる２０％のプレミアム付商品券。
島外からの観光客・ビジネス客を対象に市町の加盟店（対馬島内約１６０
店舗）で利用出来る「しまとく通貨」を販売し、離島での消費拡大を図り
ます。

指 標
（数値目標）

達 成 時 期 平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み

課　名 本 部

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 固有の歴史文化を発信し、交流の活発な人とまち

施 策 独自の地域資源を活かした交流人口の拡大

【 今 年 度 】

◎しまとく通貨のＰＲ
　　広報市（帰省客・新成人向け）　７月号、１１月号
　　フェイスブックや各種イベントでのＰＲ

【達成年度】

平成２５年度［観光物産推進本部］ 組織目標
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・九州管内での物産展等の開催 ５回以上

物産展等の継続開催や出展により、対馬の認知度向上と特産品Ｐ
Ｒ・販路開拓を図ります。特に今年度は４年に１回開催の食博覧
会・大阪への出展や市制１０周年記念イベントとして開催します。

福岡事務所や対馬観光物産協会と連携し、認知度向上による「つ
しまヂカラ」戦略プランに基づき、特産品のＰＲと販路開拓及び対
馬産品取り扱い店舗拡大に取り組みます。

本年１１月オープン予定の「よりあい処つしま」を活用し、定期
的な対馬フェアを開催することで、ＰＲ・集客はもちろん、対馬特
産品取扱店舗の開拓を行います。

「海山交流」を行っている地域と、物産・人・情報交流事業等に
取り組みます。

全体 №８　
個別 002-05

項 目 地場産品の更なる消費拡大に取り組みます。

内 容

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 創造的な産業と次世代の担い手を育む人とまち

施 策

【 今 年 度 】

地場産業の振興と観光との連携

課　名 本 部

平成２５年度［ 観光物産推進本部 ］ 組織目標

・九州管内での物産展等の開催 　　　　５回以上
・各種物産展の企画・出展・斡旋　　　１０回以上
・対馬特産品取扱店舗開拓　　　　　　２０店舗
・海山交流イベント　　　　　　　　　　４回

・同　　上

特産品ＰＲ

２月 ３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

12月 １月

物産展

取り組み ４月 ５月

対馬産品取扱店
舗開拓

海山交流事業

８月

達 成 時 期 平成２６年　３月

10月 11月６月 ７月 ９月

指 標
（数値目標）

【達成年度】

-14-



商店街活性化の研修会等の開催　　　　　　　　年３回
商工業活性化の協議　　　　　　　　　　　　　年３回
対馬市商店街にぎわい創出支援事業補助金
対馬市農商工連携支援事業補助金

項 目 商業地域を中心としたにぎわいづくりをします。

内 容

市内商店街は、人口減少や大型店の出店などにより依然としてにぎ
わいが低迷しています。しかし昨年は約１５万人の韓国人観光客が
来島しました。これら急増している韓国人観光客及び今年度より実
施をします「しまとく通貨」など交流人口の拡大によるプラス環境
を充分に活かします。そのため、各種普及啓発（研修会等の開催
等）及び商工業支援事業を実施するとともに、資金面における下支
えも行い、商業地域を中心としたにぎわいづくりを行います。
　

【 今 年 度 】

課　名 本 部

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 創造的な産業と次世代の担い手を育む人とまち

施 策 商業集積と高度化・魅力向上

全体 №９
個別 002-06

平成２５年度［ 観光物産推進本部 ］ 組織目標

対馬市農商工連携支援事業補助金
対馬市小規模企業融資補助金

・同　　上

２月 ３月

商店街活性化の
研修会等の開催

商店街にぎわい
創出支援事業補
助金

小規模企業融資
補助金

８月 ９月 10月 11月 12月 １月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

対馬市農商工連
携支援事業補助
金

指 標
（数値目標）

【達成年度】

達 成 時 期 平成２６年　３月
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全体 №１０　
個別 002-07

項 目 外国人観光客に優しい環境を整えます。

内 容

①カードの使える店舗を増やす。
　　対馬では両替ができないためカード端末機の設置店舗を増や
　　し、買い物のしやすい環境を整える。
②韓国語講座の実施
　　韓国への理解と気軽に観光客に声を掛けられる住民が増える
　　ことにより、安心して観光できる環境をつくる。
③おもてなし座談会の実施
　　韓国人観光客を迎える環境整備のため、座談会において情報
　　を共有し、問題解決を図る。

【 今 年 度 】
①カード端末機新規設置店舗数　　　５店舗
②韓国語講座受講者数　　　　　　３０人
③座談会の開催回数　　　　　　　　２回

課　名 上対馬観光物産事務所

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 固有の歴史文化を発信し、交流の活発な人とまち

施 策 独自の地域資源を活かした交流人口の拡大

平成２５年度［観 光 物 産 推 進 本 部］ 組織目標

・同　　上

カード端末機設
置

韓国語講座

おもてなし座談
会の取り組み

10月 11月６月 ７月 ８月 ９月 12月 １月 ２月 ３月

達 成 時 期 平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月

指 標
（数値目標）

【達成年度】

調査・研究 募集 設置

１回目 ２回目

会議及びその取り組み
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・つしまヂカラサポートショップ　６０店舗

・ブログ更新とアクセス数（月間平均）のアップ

全体 №１１　
個別 002-08

項 目 福岡における対馬市の認知度向上及び物産の消費拡大を図ります。

内 容

　一人でも多くの対馬ファンを獲得し、認知度アップに繋げるため、ホテ
ル、飲食店等を回り対馬サポートショップを獲得していきます。
　また、福岡の女性に対してコアなファンを獲得するため、チーム２４０
（つしま）ドンナ隊を結成し、旅行客の増大を図り対馬の地域経済の活力
向上を図ります。

【 今 年 度 】

【達成年度】

福 岡 事 務 所

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 創造的な産業と次世代の担い手を育むまち

施 策 地場産業の振興と観光との連携

・チーム２４０（つしま）ドンナ隊６名認定（レディ隊事業展開の検討）

平成２５年度［観光物産推進本部］ 組織目標

課　名

・サポートショップ ・ドンナ隊 ・ブログアクセス数
平成23年度　20店舗 平成25年度　6名 平成25年度　 9,000
平成24年度　37店舗 平成26年度　50名 平成26年度　10,000
平成25年度　60店舗 平成27年度　100名 平成27年度  12,000

平成28年度　150名
平成29年度　240名

２月 ３月

サポートショッ
プ候補選定

店舗協力依頼及
びスタンプラ
リー準備

12月 １月

評価・反省

ブログ更新・ア

クセス数アップ

10月７月

240
ツシマ

ドンナ隊選定・

認定・検討会議

スタンプラリー
及び評価・反省

６月 11月

達 成 時 期

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月

指　　標
（数値目標）

○

【達成年度】

○

８月 ９月

○

サポートショップ　平成26年3月　　レディ隊　平成30年3月

検討会議を５回開催
選定・認定
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①
②
③

①
②
③

２月 ３月

①（仮称）組織
計画の策定・実
施

②（仮称）業務
改善推進計画の
策定・実施

③施設使用料の
研究・見直し

８月 ９月 10月 11月 12月 １月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

【達 成年 度】

平成２５年度　計画策定・実施
平成２５年度　計画策定・実施
平成２５年度　研究・見直し

達 成 時 期 平成２７年３月（第２次対馬市行財政改革大綱対象期間）

項 目 市民協働型の行財政システムの確立を目指します。

内 容

　市民と行政の連携による質の高い協働型市政を確立するため、合併
から今日まで取り組んできた行財政改革を継続しつつ、足腰の強い財
政基盤を構築し、地域の特性を活かした自立性、独自性のある自治体
運営を目指します。
　今年度は、昨年度目標未達成分の計画等について取り組みます。

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

（仮称）組織計画の策定実施
（仮称）業務改善計画の策定
施設使用料の見直し

課　名 総 務 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対　象　外

施 策 対　象　外

全体 №１２　
個別 003-01

平成２５年度［ 総 務 部 ］ 組織目標
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・同　　上

全体 №１３　
個別 003-02

○ ○

８月 ９月 10月

項 目 健全な財政運営の執行と財政状況のわかりやすい公表

わかりやすい予
算書の作成及び
配布

７月

ホームページに
よる公表

２月 ３月

健全な財政運営
の執行

広報紙での公表

達 成 時 期 平成２６年　３月

12月 １月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み

○

11月

○

５月

○

【達 成年 度】

平成２４年度財務諸表 ○

４月 ６月

○○

平成２４年度健全化判断比率及び資
金不足比率

○

平成２４年度決算 ○

平成２５年度当初予算 ○ ○（概要版）

内 容

・市の財政状況や予算・決算などについて、市報・ホームページにわ
かりやすい形で掲載し、市の財政状況に関する市民の理解を深められ
るように努めます。また、今年度から当初予算の概要版を作成し、各
世帯に配付します。

・将来の公債費抑制を図るため、借入方法等（償還年数、据置期間
等）に関する情報を収集し、研究を進めるとともに、積極的な繰上償
還を実施します。

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】
公表項目 ホームページ 市報

平成２４年度下半期及び平成２５年
度上半期予算の執行状況

○

課　名 財 政 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 なし

施 策 なし

平成２５年度［ 総 務 部 ］ 組織目標

随 時 実 施
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・当初発注予定工事公表分（１０１件）の入札実施目標

・ 第１四半期 ３１件 ・ 第２四半期 ４２件
・ 第３四半期 ２５件 ・ 第４四半期 ３件

・同　　上

入札参加資格申請
の検証

業者の格付けの検
証

全体 №１４　
個別 003-03

平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

７月 11月 12月 １月 ２月 ３月

入札・契約制度の
検証

取り組み ４月 ５月 ６月 ８月 ９月 10月

項 目 入札・契約の適正化

内 容

　常に入札契約制度の検証を行い、公正性の確保・客観性・透明性
の向上に努めます。また、現下の経済情勢を考慮し、国・県の動向
と歩調を合わせ、適正な落札率となるよう運用を図ります。
　また、本年度は、現在の入札参加資格者申請について検証を行い必
要に応じ、改めるよう努めます。
さらに、業者の格付けについても検証し、必要に応じ、改めるよう努
めます。

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】
・建設工事入札の最低制限基礎価格の乗率を９０％とすることを
　継続し、さらに今年度よりコンサル業務、役務についても最低制
　限価格を設定し、適正な落札率となるよう運用を図ります。
・現入札参加資格者申請について、検証を行い、必要に応じ改めま
　す。
　また、業者の格付けについても検証し、必要に応じ改めます。

【達 成年 度】

達 成 時 期

課　名 財 政 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対象外

施 策 対象外

平成２５年度［ 総 務 部 ］ 組織目標
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１　市役所の全体業務を把握し、来訪者へ適性な説明、案内に努め、
窓口ワンストップ化を推進します。

２　窓口受付システムの利用促進に努めます。

１．窓口ワンストップ化の推進
２ 窓口受付システムの利用促進 （新規登録 １００人）

全体 №１５　
個別 004-01

項 目 窓口ワンストップ化、窓口受付システム利用促進

内 容

【 今 年 度 】

課　名 市 民 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対象外

施 策 対象外

平成２５年度［ 市 民 生 活 部 ］ 組織目標

２．窓口受付システムの利用促進 （新規登録 １００人）

・同　　上

３月

窓口ワンストッ
プ化

11月 12月 １月 ２月

窓口受付システ
ム利用促進

９月 10月取り組み ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

指 標
（数値目標）

【達成年度】

達 成 時 期 平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
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・

・

・

市 税 現年分徴収率 （前年度実績）

全体 №１６　
個別 004-02

96 50% 96 34%

項 目 滞納処分の強化

内 容

　滞納者対策の強化として、厳正な滞納処分を実施するため、積
極的に財産調査、預貯金調査、生命保険等の調査を行い差押えの
実施および滞納処分の停止等滞納整理の充実を図ります。

　臨戸徴収から自主納付(口座振替等）への推進を行います。

　不動産公売の強化を図ります。

【 今 年 度 】

課　名 税 務 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対象外

施 策 対象外

平成25年度［ 市 民 生 活 部 ］ 組織目標

市　税 現年分徴収率 （前年度実績）
滞納分徴収率 （前年度実績）

国 保 税 現年分徴収率 （前年度実績）
滞納分徴収率 （前年度実績）

・同　　上

3月

徴収強化月間

1月 2月

11.97%

7月 8月

○

9月 12月

○○

11月

滞納処分

課内研修の実施 ○

【達成年度】

達 成 時 期 平成２６年５月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み 6月 10月

○

96.50% 96.34%
15.00% 11.92%
92.00% 90.57%
12.00%

4月 ５月

指　　標
（数値目標）

財産調査

滞納処分（差押え、執停、公売）

夜間窓口(月末）
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・ 第８回元気野菜コンテスト開催支援（参加人数：１００名）
・ 生ごみ・廃食油資源再利用システム実証実験事業の実施

・ 生ごみ堆肥化推進等によるごみ量の削減（生ごみ回収量：１５０ｔ）

・ 平成３１年度   ごみの減量化目標１２％以上（対平成１６年度比）
・ 平成３１年度   ごみの資源化目標２５％以上

平成２５年度［ 市 民 生 活 部 ］ 組織目標

課　名 環 境 政 策 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 豊かな自然との調和を図り、地球環境にやさしい人とまち

施 策 資源循環型社会の構築

項 目 各主体が連携したリサイクル、ゼロ・エミッションを推進します。

内 容

・「元気野菜コンテスト」を開催している市民活動団体や生ごみ堆肥
化の活動を行う各種団体を支援します。

・緊急雇用創出事業により、生ごみ・廃食油の再利用システム実証実
験に取り組みます。

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

（ 回 収 世 帯 ： 2,000 世 帯 ）

【達 成年 度】

達 成 時 期

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

「元気野菜コン
テスト」開催

１月 ２月 ３月

生ごみ・廃食油
再利用システム
実証実験

平成３２年３月

８月 ９月 10月

○

各種団体の支援

全体 №１７　
個別 004-03

11月 12月
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・

・

・

・

・

・同　　上

平成２５年度［ 市 民 生 活 部 ］ 組織目標

平成22年度～平成23年度に実施した地域GND事業による漂着ごみ回
収・処理を参考に漂着ごみの計画的な回収を実施します。

課　名 環 境 政 策 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 豊かな自然との調和を図り、地球環境にやさしい人とまち

施 策 かけがえのない自然環境の保全

平成２６年３月

項 目 海山等の自然環境を保全する活動を推進します。

内 容

海岸漂着物処理推進法及び長崎県海岸漂着物地域対策推進補助金
（地域GND基金事業）を活用し、漂着物被害が著しい海岸を中心に
海岸漂着物の円滑な処理を進めていきます。

海岸漂着物等の発生抑制のための関係者間の連携・交流等を目的
とし環境学習を広く開催します。（日韓市民ビーチクリーンアッ
プ、出前講座など。）

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

５月 ６月 ７月

環境学習
（海岸漂着物）

漂着ごみ回収イ
ベントの実施

日韓市民ビーチクリーンアップ事業及び漂着ごみ回収イベントを
実施します。（2回）

海岸漂着物等処理予定数量： トン袋で８，０００袋

【達 成年 度】

達 成 時 期

３月

日韓市民ビーチ
クリーンアップ

○

回収・処理事業

８月 ９月 10月 11月 12月

○

全体 №１８　
個別 004-04

２月１月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月

適宜開催

-24-



・

・

　
・

・同　　上

平成２５年度［ 市 民 生 活 部 ］ 組織目標

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 豊かな自然との調和を図り、地球環境にやさしい人とまち

施 策 資源循環型社会の構築

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

対馬市一般廃棄物処理基本計画策定委員会を５回開催し、計画見
直しの素案を策定します。

対馬市一般廃棄物処理基本計画の見直し素案については、市民に
公表し、意見公募を行います。

課　名 環 境 政 策 課

　
対馬市一般廃棄物処理基本計画（見直し）の策定

【達 成年 度】

達 成 時 期 平成２５年９月

項 目 対馬市一般廃棄物処理基本計画（見直し）の策定

内 容

対馬市一般廃棄物処理基本計画は、平成31年度を目標年次として、
平成18年2月に策定しています。

しかしながら、対馬市の廃棄物行政を取り巻く環境は大きく変化
し、また、対馬市の重要施策として掲げている「ごみの減量化に向け
た生ごみの分別収集・堆肥化」を平成26年度より実施する方向で進め
ていくなど、対馬市一般廃棄物処理基本計画を見直す必要があるた
め、計画の見直しに取り組みます。

11月 12月 １月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

計画の見直し素案
の市民公表への公
表と意見公募

２月 ３月

策定員会の開催 第１回
第2回
第3回

第4回 第5回

８月 ９月

○

全体 №１９　
個別 004-05

10月

計画の策定
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・同　　上

平成２６年３月

項 目 産業基盤の構築と連動しながら自然環境の保全に努めます。

内 容

住宅用太陽光発
電設備導入事業

８月 ９月 10月７月

全体 №２０　
個別 004-06

達 成 時 期

11月

　平成２２年９月２９日長崎県環境実践モデル都市第１号として選定され
たことを受け、再生可能エネルギーの導入促進や民間事業者と連携した新
エネルギー導入の可能性について調査、検討を行うとともに、低炭素型社
会の構築に向けた省エネルギー、創エネルギーの導入促進を図ります。

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】
○住宅用太陽光発電設備の導入　５０件
○公共施設等への再生可能エネルギーの導入  ２件
○事業所用低炭素機器導入
　　LED照明（10件）
　　太陽光発電設備（5件）
　　高反射率塗料塗布
　　薪ストーブ

３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月

課　名

事業所用低炭素
機器導入事業

公共施設等への
再生可能エネル
ギー導入

自 然 環 境 推 進 室

【達 成年 度】

12月 １月 ２月

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 豊かな自然との調和を図り、地球環境にやさしい人とまち

施 策 環境王国の樹立に向けた低炭素型社会の構築

平成２５年度［ 市 民 生 活 部 ］ 組織目標
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・同　　上

全体 №２１　
個別 004-07

達 成 時 期 平成２６年　３月

項 目 環境基本計画の策定

内 容

11月 12月 １月 ２月 ３月

環境基本計画策
定
(本編・概要版)

８月 ９月 10月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

環境基本計画周
知

健全で恵み豊かな環境を取り戻し、保護及び整備することで、将来にわ
たって良好な状態を創り維持するために必要な施策を総合的かつ計画的に
推進するため、「対馬市環境基本条例」に基づく、「対馬市環境基本計
画」を策定します。

また、学識経験者や関係団体等で構成する対馬市環境審議会や市におい
て計画の進行管理を行っていきます。

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】
　○環境基本計画策定完了(平成２４年度から継続)
　○環境基本計画の周知
　○計画の進行管理

【達 成年 度】

課　名 自 然 環 境 推 進 室

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 豊かな自然との調和を図り、地球環境にやさしい人とまち

施 策 かけがえのない自然環境の保全

平成２５年度［ 市 民 生 活 部 ］ 組織目標
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平成２４年度の現年分収納率が９７．３％で、滞納分収納率は５４．
１％となっています。

現年分の未納世帯に対しては納付催促及び徴収を早めに実施し、滞納

図ります。

現年分収納率 ９９．０％
滞納分収納率 ６０．０％

平成２７年度
現年分収納率 ９９．９％
滞納分収納率 ８０．０％

繰越分については臨戸徴収や納付相談（誓約）を実施し収納率の向上を

全体 №２２　
個別 005-01

項 目 保育料収納率の向上

内 容

12月

滞納者徴収実施

３月

未納者徴収実施

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

【達 成年 度】

達 成 時 期 平成２８年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

１月 ２月取り組み ４月

課　名 福 祉 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 思いやりと健やかさを育む健康・福祉の人とまち

施 策 保健・福祉サービスの充実

平成２５年度［ 福 祉 保 健 部 ］ 組織目標
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平成２５年度は下記のとおり実施します。

■ 健康つしま２１の実施計画を作成します。
■

（参加者目標900名）
■ 市内５か所のウォーキング大会を主催または共催等により実施し、

市民の健康づくりに役立てる。参加者総数900名を目標とします。
■ 市内ウォーキングマップ作成を検討します。

（検討会８回開催予定）

・同　　上

全体 №２３　
個別 005-02

　生涯を通じて元気に生きるための健康づくりの行動指針や推進方策
を示す保健計画「健康つしま２１」に基づき、効果的な活動を展開し
ます。

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

課　名

項 目

内 容

健康つしま２１
実施計画作成

11月 12月 １月 ２月

歩いてつくる元気のわキャンペーンを継続して実施します。

取り組み

達 成 時 期

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

ウォーキング
大会計画・実施

市内ウォーキン
グマップの作成
検討

９月

歩いてつくる
元気のわキャン
ペーン実施

８月

健 康 増 進 課

４月 ５月 ６月 ７月 ３月

【達 成年 度】

平成２６年　３月

10月

健康つしま２１計画の推進

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 思いやりと健やかさを育む健康・福祉のひととまち

施 策 保健・福祉サービスの充実

平成２５年度［ 福 祉 保 健 部 ］ 組織目標

検 討

継 続 実 施 ・ 広 報

大 会 実 施 ・ 広 報

検 討

まとめ

まとめ
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平成２５年度は地域診断(医療費分析)と広報活動を実施します。

■ 専門職対象の地域診断研修会開催
■ データ分析
■ 広報活動
■ 対策協議

・同　　上

【達 成年 度】

全体 №２４　
個別 005-03

３月

項 目 慢性腎臓病（CKD)対策

内 容

地域診断研修会

11月 12月 １月 ２月

データ分析

８月 10月取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

　慢性腎臓病（CKD)の発症や進行は糖尿病等を起因とする生活習慣病が強
く関わっており、その改善や薬物療法等によって進行を抑えることが可能
な疾患であるにも関わらず、その重要性が十分に理解されていません。日
本では、成人人口の10.6%が慢性腎臓病（CKD)と予測され、重症化した際の
透析患者は医療費高騰の要因の一つです。そこで、対馬保健所等と協力し
て、今年度から３カ年計画で対策事業を実施します。

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

達 成 時 期 平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

広報活動

対策協議

９月

課　名 健 康 増 進 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 思いやりと健やかさを育む健康・福祉のひととまち

施 策 保健・福祉サービスの充実

平成２５年度［ 福 祉 保 健 部 ］ 組織目標

研修会

デ ー タ 分 析

広 報 活 動

対策協議
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・特定健診受診率４０％を目標とします。
・特定保健指導初回面接実施率６５％を目標とします。

・同　　上

８月 ９月４月

【達 成年 度】

２月 ３月10月 11月 12月 １月

全体 №２５　
個別 005-04

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み

項 目 市民健診の受診率向上

内 容

５月 ６月 ７月

集団型健診

節目型健診

個別型健診

　平成２０年度からスタートした特定健診も第１期を終了して６年目を迎
えます。対馬市特定健診・保健指導プログラムに基づき、特定健診受診率
の向上と保健指導の充実を図ります。

・受診勧奨広報活動を強化して特定健診受診率４０％、特定保健指導初回
面接実施率６５％を実現します。
・生活習慣病の予防に資する講演会を開催します。
・健診推進員を雇用し、未受診者への電話や臨戸訪問等による勧奨を図
り、受診率の向上を推進します。

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

達 成 時 期 平成２６年　３月

課　名 健 康 増 進 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 思いやりと健やかさを育む健康・福祉のひととまち

施 策 保健・福祉サービスの充実

平成２５年度［ 福 祉 保 健 部 ］ 組織目標

広 報 実

施

広報活動

実施期間

広報活動

実施期間

-31-



しいたけ生産新規参入者：７名 しいたけ選別作業員：６名

しいたけ原木搬出路：２６ｋｍ（再生プランに基づき、長崎県が担う）

しいたけ乾燥機リース：１３台

簡易散水施設：３０台

しいたけ生産団地：２団地

しいたけ原木搬出路：５０ｋｍ
しいたけ乾燥機リース：３０台

新規しいたけ選別作業員：６名
生産量：１５０ｔ 生産額：６７５百万円

● ● ● ●

担い手育成事業
上段：農協との委
託期間
下段：雇用期間

全体 №２６　

個別 006-01

平成２６年　３月

11月 12月 １月 ２月 ３月

しいたけ生産団地
施設導入支援

８月 ９月 10月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

しいたけ原木搬出
路開設支援

しいたけ乾燥機
リース支援

対馬しいたけ需要
拡大支援

マイスター活動支
援

項 目 対馬しいたけ再生プラン総合対策支援事業

内　　容

『対馬しいたけやんこも再生プラン』の次年度に当たり、計画的にしいた
け振興策を図ります。
≪主な内容≫
●生産の効率化（簡易作業路の整備、原木供給システム構築、生産施設の
整備、機械化(省力化)の推進）
●経営の合理化と分業化の推進（チップ業者と生産者との仲介、生産履歴
台帳及び帳簿記入研修会の開催、対馬市ＣＡＴＶを活用した適時適作業の
推進）
●担い手の確保と育成（新規参入者の確保、新規就業時の支援施策の充
実、異業種参入の促進）等
●対馬しいたけの需要拡大（しいたけフェア、物産展への出店、大手情報
通信会社との提携）
●現しいたけ生産者の指導の下、しいたけ栽培の工程実体験をし、将来の
対馬しいたけ生産の後継者また、担い手としての人材育成を図ります。

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

【 達 成 年 度 】

新規しいたけ後継者：３７名【Ｈ２３:２０名、Ｈ２４：１０名、Ｈ２５:７名】

達 成 時 期

課　名 農 林 振 興 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 創造的な産業と次世代の担い手を育む人とまち

施 策 産業基盤の整備・充実

平成２５年度［農 林 水 産 部］ 組織目標
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・森林づくり基本計画：平成２５年度上半期
・対馬市伐採ガイドライン：平成２５年度上半期
・林業事業者との意見交換会：１回
・計画策定及び進捗管理のための委員会の開催：４回

・同　　上

● ● ● ●

パブリックコメ
ント（計画）

パブリックコメ
ント（伐採ガイ
ドライン）

10月 11月６月 ７月 ８月 ９月 １月 ２月 ３月

達 成 時 期 平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月

委員会の開催
（４回程度）

項 目 対馬市森林づくり基本計画、対馬市伐採ガイドラインの策定

内 容

対馬市森林づくり基本計画を策定します。
対馬市伐採ガイドラインを策定します。
上記２つの計画、指針の進捗管理を対馬市森林づくり委員会にて行い
ます。

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

・対馬市森林づくり基本計画の策定
・対馬市伐採ガイドラインの策定
上記２つの計画、指針の進捗管理を対馬市森林づくり委員会にて行い
ます。

【達成年度】

12月

課　名 農 林 振 興 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 豊かな自然との調和を図り、地球環境にやさしい人とまち

施 策
かけがえのない自然環境の保全
環境王国の樹立に向けた低炭素社会の構築

全体 №２７　
個別 006-02

平成２５年度［ 農 林 水 産 部 ］ 組織目標
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・同　　上

環境王国の樹立に向けた低炭素型社会の構築

平成２５年度［ 農 林 水 産 部 ］ 組織目標

達 成 時 期 平成２６年　３月

【達成年度】

課　名 農 林 振 興 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 豊かな自然との調和を図り、地球環境にやさしい人とまち

施 策

６月 ７月

①森林整備（利
用間伐及び路網
整備）

②企業訪問、
マッチングイベ
ントへの参加

内 容

本市は約９割を森林資源が占めているものの高齢化や後継者不足、
輸送コスト等の問題により健全な森林資源の育成のために必要な間伐
等森林整備が立ち遅れています。そこで、市が所有する市有林及び分
収林の森林整備を推進し、豊富な森林資源の有効活用策のひとつとし
て世界的な取組みとして今後の新産業としての可能性を有する「間伐
促進による二酸化炭素吸収量増加量」に係る排出権取り引き制度であ
る”Ｊ－ＶＥＲ制度”への登録、申請により、これまで国・県等の補
助制度等の活用による間伐事業を現状の森林状況に沿った計画的な間
伐を進めます。
なお、Ｊ－ＶＥＲ制度については、平成２４年度までにクレジット

発行まで出来たことからクレジットの売買を加速させます。

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】
【市有林整備】
①森林整備面積：18ha（利用間伐）
②路網整備：Ｌ＝4,000m

【Ｊ‐ＶＥＲ制度関係】
①クレジット売買のための企業訪問やイベントへの参加（３回）
②クレジット販売：１００ｔ-CO2（収入金：800千円）
③新規契約件数：３件

全体 №２８　
個別 006-03

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み

項 目
市有林整備の推進による循環型森林資源活用のためのオフセット・
クレジット提案事業

８月 ９月４月 ２月 ３月10月 11月 12月 １月５月
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①農作物鳥獣被害面積の縮小(軽減率３０％）
平成25年度（目標）

平成23年度（実績） 平成24年度（実績）

②有害鳥獣対策重点項目

農地用防護柵の整備

既存農地用防護柵の機能強化

地域ぐるみでの捕獲組織構築

居住区域内における生活安全対策の確立

家庭菜園等の防護対策支援

・同　　上

３月

防護柵の設置

居住区域内の安
全対策

既設防護柵の強
化対策

９月 10月 11月 12月 １月 ２月

【達成年度】

達 成 時 期 平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

イノシシ 31,978千円 76.5ha イノシシ 34,194千円 45.4ha
鳥獣名 被害金額 被害面積 鳥獣名 被害金額 被害面積

イノシシ 23,936千円 31.8ha

項 目 農林産物の鳥獣被害防止及び居住区域内における生活安全対策確立

内 容

本年度は「壱岐・対馬地域鳥獣被害防止計画に基づき、防護柵の
導入を図ります。平成25年度は、防護柵の設置83,632ｍと既設防護
柵の機能強化対策を予定しています。また、地域ぐるみでの鳥獣被
害対策を推進するため、地域捕獲組織の構築を目指します。

新たに居住区域内における生活安全対策、家庭菜園等の防護対策
に支援を実施します。

又、ツシマジカの食害による農林業被害、交通事故等の生活被害
や環境被害を軽減するため、侵入防止柵や防鹿ネット等の設置によ
る被害軽減と併せ、捕獲対策の実施により個体数の減少に努めま
す。(ツシマジカの被害額、面積については実数を把握できないた
め、指標(数値目標）は掲載していません。）

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

鳥獣名 被害金額 被害面積

課　名 農 林 振 興 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 創造的な産業と次世代の担い手を育む人とまち

施 策 対　象　外

全体 №２９
個別 006-04

平成２５年度［ 農 林 水 産 部 ］ 組織目標
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項 目 学校給食地場農林水産物導入事業

内 容

学校給食での地場農林水産物利用に係る食材供給について、特
産・推奨品である椎茸・あか牛・野菜及び水産物購入への支援を行
います｡

【 今 年 度 】

　農林水産物の需給システムを構築します。

【達成年度】

課　名 農 林 振 興 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 創造的な産業と次世代の担い手を育む人とまち

施 策 地場産業の振興と観光との連携

全体 №３０
個別 006-05

平成２５年度［ 農 林 水 産 部 ］ 組織目標

学校給食に地場産品を使用する割合

ミニトマト

アスパラガス

さつまいも

しいたけ

米

その他（根野菜、きゅうり）

２月 ３月

需給システムの
検討

給食への導入

８月 ９月 10月 11月 12月 １月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

80%

80%

100%

50%

30%

達 成 時 期 平成２７年３月

指 標
（数値目標）

80%
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○科学委員会は、チーム毎に検討課題を分担し、データや文献等の整理
をします。各チームのまとめから報告書を作成します。

○設定推進協議会は、報告書の確認と、答申を受けて今後の方針を整理
　 します。
○設定推進協議会1回、専門委員会3回、科学委員会3回、戦略会議1回

開催予定

・「海洋保護区」の設定

科学委員会 ○ ○

戦略会議

９月 11月 12月

○

３月

設定推進協議会 ○ ○

専門委員会 ○ ○ ○
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

１月 ２月取り組み ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

かけがえのない自然環境の保全

項 目 「海洋保護区の設定」

内 容

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

達 成 時 期 平成２７年３月

10月

農 林 水 産 部 ］ 組織目標

課　名 水 産 振 興 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 豊かな自然との調和を図り、地球環境にやさしい人とまち

施 策

【達 成年 度】

○

水産資源の持続的利用と伝統的な漁業の継承を図るために「海洋保護
区」の設定を目指します。その中で、区域の設定や区域内の資源管理計
画を科学的な根拠に基づき行うために、科学委員会へ諮問します。

海洋保護区条例の制定、広報、利害関係者との交渉、認証制度の運用
や流通体制、監視体制、管理体制等を構築するための戦略を練る機関と
して戦略会議を設置します。

推進協議会は、科学委員会の答申を受けて、対馬版海洋保護区設定案
を作成し、戦略会議により国や県などに働きかけて、対馬らしい海洋保
護区の設定を進めます。

全体 №３１
個別 006-06

平成２５年度［
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２月 ３月

実行委員会

食通祭オープニ
ングイベント

食通祭中間イベ
ント

食通祭エンディ
ングイベント

８月 ９月 10月 11月 １月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

食通祭期間中イ
ベント

項 目 「対馬食通祭の開催」

内 容

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

達 成 時 期 平成２６年 ３月

12月

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 創造的な産業と次世代の担い手を育む

施 策 地場産業の振興と観光との連携

［ 農 林 水 産 部 ］ 組織目標

課　名 水 産 振 興 課

○第一次産業と観光の融合を目指すため、今年度、対馬の農水産物の
消費拡大と島のPRを行うため３ヶ月間イベントを実施します。期間中
はオープニング、中間、エンディング、期間中のイベントと、４つの
イベントを開催します。

【達 成年 度】

島内では、対馬産の素晴らしさが島民に理解されておらず、島外に
おいては、対馬産の露出が少ないため地名度も低い状況です。第一次
産業の再興を図るためには、地産地消の拡大及び対馬産の需要度を高
める必要があり、そのため新鮮な魚や旬な農産物が本土より安く、豊
富に食べることができる島の魅力を島内外に広めることが必要となっ
てきます。その一環として、対馬市産物消費拡大推進事業を展開しま
す。

・同　　　上

全体 №３２
個別 006-07

平成２５年度
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○魚礁13,500空 (上対馬2箇所・佐須奈2箇所：6,000空 
琴・芦見・田ノ浜・小綱１・２：7,500空 ）

※今後の計画
○H26魚礁6,000空 (水崎1・2、阿連、高浜)
○H27魚礁6,000空 (瀬、安神、久和、豆酘)

全体計画【H24～27年度】：魚礁1ヵ所1,500空 *17ヵ所=25,500空  

【 今 年 度 】

【達 成年 度】

上対馬1・2・佐
須奈1・2(補正）

琴・芦見・田ノ
浜・小綱1

10月９月 11月 12月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月

項 目 「魚礁設置」

内 容

　対馬沿岸域における水産資源の低迷により、対馬市の漁業生産量は減
少し続けていることから、その対策の一つとして魚礁を地先漁業権内に
設置し、漁業生産量の確保を図ります。地先漁業権内に魚礁を整備する
ことで近場の漁場が整備され、漁業者の高齢化にも配慮した環境が整え
られます。

指 標
（数値目標）

達 成 時 期 平成２８年３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み

課　名 水 産 振 興 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 創造的な産業と次世代の担い手を育む

施 策 地場産業の振興と観光との連携

全体 №３３
個別 006-8

平成２５年度［ 農 林 水 産 部 ］ 組織目標

-39-



○１４２万箱分に対しての支援を行います。
【 年度（ 分）実績 箱 箱】

項 目 「水産物の輸送費補助」

内 容

　水産物を島外へ出荷する際の輸送コストに係る経費を財政的に支援す
ることで、漁業者の所得安定及び減少に歯止めをかけ、漁業の発展へ繋
げます。

【 今 年 度 】

組織目標

課　名 水 産 振 興 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 創造的な産業と次世代の担い手を育む

施 策 地場産業の振興と観光との連携

全体 №３４
個別 006-9

平成２５年度［ 農 林 水 産 部 ］

【24年度（5ヶ月間分）実績59万1千箱　1月あたり11万8千箱】

２月 ３月

補助対象期間

１月８月 ９月 10月 11月 12月

【達成年度】

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

指 標
（数値目標）

達 成 時 期 平成２６年　３月

・同　　　上
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・同　　上

２月６月 ７月 １月取り組み ４月

【達 成年 度】

達 成 時 期

12月

指 標
（数値目標）

11月

測量・調査・設
計委託の設計書
作成

平成25年度建設工事発注予定額（H24補正分）　452百万円

平成25年度12月設計完了予定額　　　　　100％目標（1,752百万円）
平成25年度12月設計完了予定件数　　　　委託　11件　工事　25件

３月

内 容

　農林道整備、漁港漁場整備等の公共工事は、第一次産業の基盤整備
として、市民生活の利便性の向上を目指すものであります。その中で
事業の早期着工は、市の経済流通の初動を促し、市民生活を活性化さ
せ早期完成は、市民の生活基盤の底上げを図るものであり、本年度に
おいても、大型補正分の早期発注及び通常事業分の早期着手を行い年
内設計完了100％を目指します。

工事の施工管理
及び完成

８月 ９月 10月

【 今 年 度 】

工事の設計書作
成

測量・調査・設
計委託の管理及
び完成

項 目

平成25年度建設工事発注予定額（通常分）　　1,302百万円
平成25年度建設工事発注予定件数（通常分）　委託 9件 工事 20件

平成２５年１２月

５月

基盤整備工事の早期発注、早期完成

平成25年度建設工事発注予定件数（H24補正分）委託 2件 工事 5件

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

№

全体 №３５
個別 006-10

地場産業の振興と観光との連携

農 林 水 産 部 組織目標平成２５年度［

総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱

課　名

］
基 盤 整 備 課

創造的な産業と次世代の担い手を育む人とまち

施 策
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　市営住宅の使用料について、受益負担の原則、また使用料を滞納
し支払いを逃れようとする者と善者との負担の公平性の観点から、
市営住宅使用者に公平に負担していただくために、徴収方法を定め
た対馬市営住宅家賃滞納整理事務処理要綱に基づき未収額の縮小に
努めます。
・ 滞納者には、文書による督促事務を行い、長期滞納者に対して
　は文書による確約等を締結し、分納指導を実施します。
・ 確約不履行等の悪質滞納者には、裁判所による明け渡し命令等
　の法的手続きを行います。

市営住宅使用料の徴収率
年分 ％

項 目 市営住宅使用料の収納計画の策定と未収金縮小

内 容

【 今 年 度 】

組織目標

課　名 管 理 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 快適な暮らしを支える生活基盤の整ったひととまち

施 策 安全で質の高い住環境の整備

全体 №３６
個別 007-01

平成２５年度［ 建 設 部 ］

現年分 ９９．０１％
滞納分 ５２．１７％
　計 ９１．８４％

（上段：目標、下段：実績）

収納計画策定
（徴収方法の検
討）

関係機関との協
議

徴収率向上に向
けた行動

10月５月 ６月 ７月 ８月 ９月 12月 １月 ２月 ３月

達 成 時 期 平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月

滞納者と協議

91.84%
90.49% 90.09% 88.19% 85.44% 85.26% 85.75%

91.04%

11月

H22 H23 H24 H25
95.09% 95.59% 96.10% 89.27% 90.15%

指 標
（数値目標）

H19 H20 H21
【達成年度】
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　公共工事の早期着工に努めることにより、市の経済流通の初動を促
進し、市民生活の活性化とともに、早期完成によって、市民の生活基
盤の底上げを図ります。

平成25年度12月末設計書作成件数及び予定額（測量・調査・設計委託）
　　19件　  350百万円　《100％目標》

平成25年度12月末設計書作成件数及び予定額（工事）
　　14件　1,238百万円　《100％目標》

・同　　上

３月

測量・調査・設
計委託の設計書
作成

工事の設計書作
成

測量・調査・設
計委託の管理及
び完成

工事の施工管理
及び完成

９月 10月 11月 12月 １月 ２月取り組み ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

項 目 公共工事の早期発注、早期完成

内 容

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

【達 成年 度】

達 成 時 期 平成２５年１２月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

課　名 建 設 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 快適な暮らしを支える生活基盤の整った人とまち

施 策 身近な道路交通ネットワークの整備促進

全体 №３７
個別 007-02

平成２５年度［ 建 設 部 ］ 組織目標
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①　新規滞納者の減少
②　納付誓約（分納）者の取り組み強化
③　給水停止の強化

収納率（現年分）
対馬市水道事業　　　９６．２％（前年度目標９６．１％）　
対馬市簡易水道事業 ％（前年度目標 ％）

項 目 水道料金収納率の向上

内 容

　今後も水道料金が減少する中、経営の効率化と健全な事業運営を
実施するうえにおいても、水道料金の収納率向上は緊急の課題であ
り、以下の取り組みを過去の反省をふまえ強化します。

【 今 年 度 】

課　名 水 道 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対象外

施 策 対象外

全体 №３８
個別 008-01

平成２５年度［ 水 道 局 ( 部 ） ］ 組織目標

対馬市簡易水道事業　９８．３％（前年度目標９８．９％）
（簡易水道事業の実績により収納率目標値を見直します。）

・同　　上

２月 ３月

納付勧奨（督
促・催告）

給水停止

８月 ９月 10月 11月 12月 １月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

指 標
（数値目標） 【達成年度】

達 成 時 期 平成２６年　５月
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資産調査
水道施設の統合
・ 仁田地区（仁田簡水・伊奈簡水）２２年度～２６年度

御園配水池、御園・伊奈・志多留地区送配水管布設工事
・ 久和地区

浄水場及び配水池築造工事
知地区

項 目 水道事業の統合について

内 容

　安心で安全な水道水の供給と、安定した効率的な経営を目指すた
め、水道施設の統合を進めながら、水道事業と簡易水道事業の経営
統合を進めます。

指 標

【 今 年 度 】

課　名 水 道 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対象外

施 策 対象外

全体 №３９
個別 008-02

平成２５年度［ 水 道 局 ( 部 ） ］ 組織目標

・  知地区
導水用ポンプ所築造、導水管布設工事

配管図の整備
・ 統一した電子化の配管図を作成

・水道事業と簡易水道事業の経営統合

２月 ３月

配管台帳整備

資産調査
(20年度～25年
度)

水道施設の統合

料金・管理等電算
システム化調査
（25年度～

８月 ９月 10月 11月 12月 １月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

料金設定調査
（27年度～）

許可変更事業統
合
（29年度）

指 標
（数値目標）

【達成年度】

達 成 時 期 平成３０年３月
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項 目 窓口サービスの向上に努めます。

内 容

　前年度に引き続き職員相互の情報の共有化を図り、各担当の業務
内容の把握に努め、担当不在時の対応や複数来客時の対応など、窓
口サービスの向上に努めます。
・定期的に会議開催を行うほか課内回覧などにより情報の共有化を
推進します。
・挨拶の励行と丁寧な対応を心掛け親しみのある窓口づくりを推進
します。
・窓口や電話での苦情、トラブルには、誠意をもって対応するとと
もに、その事例を参考に再発防止に努めます。

【 今 年 度 】
◎苦情件数「 向けた取り組 推進

課　名 各 課 共 通

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対象外

施 策 対象外

全体 №４０
個別 009-01

平成２５年度［美津島地域活性化センター］ 組織目標

挨拶の励行と丁
寧な応対

課内会議の開催

情報共有の促進
（回覧・周知・行
事予定作成）

10月５月 ６月 ７月 ８月 ９月 11月 12月 １月 ２月 ３月

達 成 時 期 平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月

指 標
（数値目標）

◎苦情件数「０」に向けた取り組みの推進
・挨拶の励行と丁寧な応対による接客マナーの徹底
・毎週１回の課内会議の開催
・回覧・周知による積極的な情報共有の促進
・各担当の業務・行事予定の把握（翌月の行事予定表作成と周知）
・マナー研修等への積極的な参加

【達成年度】

・同　　上
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市営住宅の平成２５年度使用料の収納率向上に取り組み、新たな滞納
額の縮減に努めます。また、過年度分の滞納額徴収も積極的に取り組
み、滞納額全体の縮減に努めます。

平成２４年度までの滞納額を当面の目標値１０％以上縮減にかかげて

項 目
美津島地域活性化センター管内市営住宅の家賃滞納者への支払い意欲向
上にむけ訪問等を重ね滞納額縮減に努めます。

内 容

【 今 年 度 】

課　名 地 域 支 援 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対象外

施 策 対象外

全体 №４１
個別 009-02

平成２５年度［美津島地域活性化センター］ 組織目標

　平成２４年度までの滞納額を当面の目標値１０％以上縮減にかかげて
訪問等を重ね未収額の縮減に努めます。

・同　　上

３月

未収額の縮減

12月 １月 ２月７月 ９月 10月 11月取り組み ４月 ５月 ６月

指 標
（数値目標）

【達成年度】

達 成 時 期 平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

８月
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・ 昨年度に引き続き濃部地区の治山事業（崖崩れなどの土砂災害対策）を
対馬振興局農林整備課等の関係機関と密に連携を取りながら、実施に向
けて地元調整を行います。

（平成２３年度に治山事業の地元説明会実施。今後は事業実施に必要
である保安林指定についての地元調整を行います。）

農林整 連 治 事業実施時 整

項 目 安全・安心のまちづくりを推進します。

内 容

【 今 年 度 】

課　名 地 域 支 援 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 快適な暮らしを支える生活基盤の整った人とまち。

施 策 安全で質の高い住環境の整備。

全体 №４２
個別 009-03

平成２５年度［美津島地域活性化センター］ 組織目標

対馬振興局農林整備課と連携を取りながら、治山事業実施時期の調整
及び保安林指定の同意書取得に向けて地権者との協議を行います。

・治山事業の実施

３月

保安林指定の同
意書取得の協議

９月 10月 11月 12月 １月 ２月取り組み ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

指 標
（数値目標）

【達成年度】

達 成 時 期 平成２８年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
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平成２５年度［美津島地域活性化センタ－］ 組織目標

課　名 住 民 生 活 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対象外

施
策

対象外

水道事業の健全な事業運営を図る上で、水道料金の有収率向上は
必要不可欠ですが、美津島管内の水道料金は現年分で７７０万円以
上の滞納が発生しているため、積極的な有収率向上対策に取り組
み、新たな滞納額の縮減に努めます。

また、過年度分の滞納額徴収を積極的に取り組み、滞納額全体の
縮減に努めていきます。

項 目 水道料金の有収率向上

内 容

【今 年 度】

全体 №４３
個別 009-04

指 標
（ 数 値 目
標 ）

８月 10月

　・徴収強化月間の設定（７～8月、１１～１２月、２～３月）
〔具体的な取り組み〕

・同　　　上

３月９月

平成２６年　３月

【今　年　度】
・現年度分滞納額の縮減（500万円以下 ※24年3月末 777万円)
・過年度分滞納額の縮減（700万円以下 ※24年3月末 867万円)

５月 ６月 ７月

徴収強化月間

夜間徴収

納付勧奨

給水停止

【達成年度】

11月 12月 １月 ２月

達 成 時 期

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　・納付勧奨（納付誓約・分納）の取組強化
　・給水停止（督促・催告実施前提）の取組強化

取り組み ４月
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シーカヤック大会参加者数　１００名（平成２４年度参加者　８５名）

平成２５年度［豊玉地域活性化センター］ 組織目標

課　名 地 域 支 援 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 固有の歴史文化を発信し、交流の活発な人とまち

施 策 独自の地域資源を活かした交流人口の拡大

項 目 イベントと連携した体験型観光の推進

内 容

・豊玉管内で開催される、イベント（シーカヤック大会）と連携し
た体験型観光を推進し、浅茅湾をはじめ、和多都美神社などの観光
資源の活用を促進します。

【 今 年 度 】

全体 №４４
個別 010-01

・同　　上

指 標
（数値目標）

【達成年度】

達 成 時 期 平成２６年　３月

６月 ７月

地域イベント・
ボランティア活
動等への参加

８月 ９月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ２月 ３月10月 11月 12月 １月
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職員 内 朽 採 景観 持 動 実施 す

平成２５年度［豊玉地域活性化センター］ 組織目標

課　名 地 域 支 援 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 固有の歴史文化を発信し、交流の活発な人とまち

施 策 独自の地域資源を活かした交流人口の拡大

項 目 観光地の景観維持活動

内 容

・神話の里自然公園や烏帽子岳展望所等の景観維持活動を行いま
す。

※本年度は、国県道沿いの空き缶拾い等の清掃活動は継続するもの
の、自然環境の維持に重点をおき、観光客をはじめとした、神話の
里、烏帽子岳展望台の利用者に心地よい場を提供し、観光客の誘致
に努めるため、対象とする施設を絞りました。

【 今 年 度 】

全体 №４５
個別 010-02

職員による園内の朽木伐採と景観維持活動を実施します。
（年２回実施）

・同　　上

指 標
（数値目標）

【達成年度】

達 成 時 期 平成２６年　３月

６月 ７月

樹木伐採、草刈
り清掃・植樹作
業

８月 ９月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ２月 ３月10月 11月 12月 １月
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　①窓口処理における市民満足度の向上を図ります。

　②不法投棄防止の啓発に努めます。

・ 相談しやすい職場（窓口）環境づくり、苦情件数「０」
・ 不法投棄箇所数の削減

平成２５年度［豊玉地域活性化センター］ 組織目標

課　名 住 民 生 活 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対象外

施 策 対象外

項 目 窓口の適正な運営、環境整備

内 容

【 今 年 度 】

全体 №４６
個別 010-03

・同　　上

・ あいさつの励行

・ 丁寧迅速な対応

・ 相談しやすい職

場環境づくり

・ 不法投棄箇所等

　 の情報収集

・ 放送、看板等に

　 よる啓発指導

指 標
（数値目標）

【達成年度】

達 成 時 期 平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

２月取り組み ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月９月 10月 11月 12月 １月
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　①税の徴収率向上

　②水道料金収納率の向上

　

・ 税の現年度分徴収率を９５％以上に、滞納分徴収率を11.5％以上に
します。
水道料金 年分 納率 ％ 金額

平成２５年度［豊玉地域活性化センター］ 組織目標

課　名 住 民 生 活 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対象外

施 策 対象外

項 目 税・水道料金の納付促進

内 容

【 今 年 度 】

全体 №４７
個別 010-04

・ 水道料金の現年分収納率を９９％以上に、未収金額100万円を50万円
に減額します。

・　同　上

・ 納税相談

・ 誓約の履行

・ 差押えの実施

・ 時間外徴収

指 標
（数値目標）

【達成年度】

達 成 時 期 平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

２月取り組み ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月９月 10月 11月 12月 １月
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管内の公共施設である公園や庁舎について、施設の維持管理を徹底し、

効果的かつ安心安全な市民の利用しやすい環境の整備に努めます。

項 目 管内施設の環境整備の徹底

内 容

【 今 年 度 】

公園(山村広場 佐賀農村公園） 年 回 草刈り及び庁舎等 緑

課　名 各 課 共 通

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対象外

施 策 対象外

全体 №４８
個別 011-01

平成２５年度［峰地域活性化センター］ 組織目標

・　同　上

公園等緑地の草
刈り

11月 12月７月 ８月 ９月 10月 １月 ２月 ３月

庁舎周囲の清掃

平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月

指 標
（数値目標）

・公園(山村広場、佐賀農村公園）の年２回の草刈り及び庁舎等の緑
　地の草刈り、清掃等を随時行い環境整備に努めます。

【達成年度】

達 成 時 期
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職員の参加率 ５０％を目標

全体 №４９
個別 012-01

平成２５年度［上県地域活性化センター］ 組織目標

課　名 各 課 共 通

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対　象　外

施 策 対　象　外

項 目 地域イベント・ボランティア活動への参加

内 容

　地元で開催されるあじさい祭・パラグライディング対馬大会、対
馬初午祭などのイベント、その他清掃活動・福祉活動に対し、職員
一丸となって、積極的にボランティア活動に参加します。
　また、近隣の活性化センターで開催されるひとつばたご祭りや国
境マラソンイン対馬などのイベントにも積極的に参加し、活性化セ
ンター間の連携強化や相互協力体制づくりを進め、北部対馬の一体
感を醸成します。

【 今 年 度 】

職員の参加率　５０％を目標

・　同　上

指 標
（数値目標）

【達成年度】

達 成 時 期 平成２６年　３月

12月 １月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月 ２月 ３月

地域イベント・
ボランティア活
動への参加

８月 ９月 10月 11月
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窓口 電話対応に対する苦情件数「ゼロ」

全体 №５0
個別 012-02

平成２５年度［上県地域活性化センター］ 組織目標

課　名 各 課 共 通

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対　象　外

施 策 対　象　外

項 目 窓口及び電話対応の向上

内 容

役所の雰囲気で、来庁者が受ける印象は随分違ってくると思いま
す。都会の役所とは違った田舎の自治体らしく、形式ばったもので
はなく、やわらかい雰囲気づくりに心がけ、来庁者に対し親しみや
すい挨拶と迅速な対応を図ります。

また、電話照会者に対しては顔が見えないので、相手の立場に
立った、親しみやすく分かりやすい、親切丁寧な対応の充実を図り
ます。

【 今 年 度 】

窓口、電話対応に対する苦情件数「ゼロ」

・　同　上

指 標
（数値目標）

【達成年度】

達 成 時 期 平成２６年　３月

12月 １月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月 ２月 ３月

来庁者への挨拶
と親切丁寧な電
話対応

８月 ９月 10月 11月
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・今年度より事業系ごみとして処理される庁舎内ゴミに関し、予定
　排出量を少しでも下回るよう、ゴミの「減量化」に取り組みます。

平成２５年度［上県地域活性化センター］ 組織目標

課　名 各 課 共 通

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対　象　外

施 策 対　象　外

内 容

上県地域活性化センター並びに周辺の清掃の徹底に努めます。

・庁舎内の週一回の清掃の徹底
・週１回の庁舎内清掃に加えて、毎月月初めの木曜日に
　センター敷地並びに周辺の清掃、除草の徹底
・ゴミや汚れを見つけた時の「即清掃」の徹底
・庁舎内から出るごみの減量化と分別の徹底

指 標

・庁舎内の週一回の清掃。

全体 №５１
個別 012-03

項 目 庁舎内外の清掃の徹底

【 今 年 度 】

・月１回の敷地並びに周辺の清掃・除草

分別を徹底し 資源ごみとします

・　同　上

【達成年度】

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み

指 標
（数値目標）

11月 12月 １月 ２月４月 ５月 ６月 ７月

月１回の庁舎周
辺清掃の徹底

達 成 時 期

ゴミ減量化、
分別の徹底

ゴミ・汚れの
「即清掃」の徹
底

平成２６年　３月

３月

週１回の庁舎内
清掃の徹底(木曜
日)

８月 ９月 10月

・分別を徹底し、資源ごみとします。
・センター周辺で除草した植物の緑肥化を図ります。
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目保呂ダム馬事公園の交流人口の拡大目標

全体 №５２
個別 012-04

平成２５年度［上県地域活性化センター］ 組織目標

・目保呂ダム馬事公園観光地整備事業への取り組み

課　名 地 域 支 援 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 固有の歴史文化を発信し、交流のひととまち

施 策 独自の地域資源を生かした交流人口の拡大

項 目 観光基盤の充実と体験型観光の推進

内 容

　ツシマヤマネコと対州馬など対馬固有の地域資源を活用し交流人口の拡
大を図ります。

・対州馬保存管理基本計画の策定
・対州馬とのふれあい事業の実施
・千俵蒔山草地再生事業への取り組み

【 今 年 度 】

・対州馬保存管理計画検討委員会により、関係機関と連携を図り、計画
の策定を行います。

・目保呂ダム馬事公園の交流人口の拡大目標
平成２４年度実績 人
平成２５年度目標 人

11月 12月

指 標
（数値目標）

4,400
6,000

【達成年度】
・平成２５年度に計画を策定し、その計画に基づき、恒久的に保護と活
用を充実させ、交流人口の拡大を図ります。

１月 ２月 ３月

達 成 時 期 平成２７年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月

対州馬保存管理
基本計画の策定

対州馬とのふれ
あい事業

千俵蒔山草地再
生事業

目保呂ダム馬事
公園環境整備

10月５月 ６月 ７月 ８月 ９月
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○米の田植え、収穫体験を実施します。

項 目 自然環境の保持及び農林水産業の担い手の育成

内 容

　自然とふれあいながら農林水産業の生産活動を子どもたちに体験
してもらい、自然や資源への理解を深め、次世代の担い手育成につ
なげます。

○稚貝や稚魚の放流体験、魚さばき体験を上対馬管内の小学生を対
象に実施します。

○体験事業により設置したほだ場において、しいたけの採取体験を
実施します。

【 今 年 度 】

上対馬管内 小学校 校す お 農林水産業 体験事業を

課　名 地 域 支 援 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 創造的な産業と次世代の担い手を育む人とまち

施 策 地場産業の振興と観光との連携

全体 №５３
個別 013-01

平成２５年度［上対馬地域活性化センター］ 組織目標

・ 同　　上

３月

種苗放流体験

魚さばき体験

しいたけ採取体
験

田植え・収穫体
験

２月

【達成年度】

達 成 時 期 平成２６年　３月

９月 10月 11月 12月 １月８月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

指 標
（数値目標）

　上対馬管内の小学校３校すべてにおいて農林水産業の体験事業を
実施します。
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項 目 豊かな自然や伝統を活かした体験型・地域密着型観光の推進

内 容

　上対馬の豊かな自然や伝統を活かした体験型・地域密着型観光を
推進することにより、交流人口を増やし、産業を活性化させること
で、地域の雇用拡大・消費拡大を図り、賑わいを取り戻すことを目
指します。

　○韓国展望所～豊砲台跡観光ルートの整備
　○自然体験施設「舟志の森自然学校」の運営

【 今 年 度 】

○市道改修（３路線） 遊歩道改修 豊砲台跡内部改修 ひとつば

課　名 地 域 支 援 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 固有の歴史文化を発信し、交流の活発な人とまち

施 策 独自の地域資源を活かした交流人口の拡大

全体 №５４
個別 013-02

平成２５年度［上対馬地域活性化センター］ 組織目標

・ 同　上

「舟志の森自然
学校」運営

11月 12月７月 ８月 ９月 10月 １月 ２月 ３月

観光ルート整備

平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月

指 標
（数値目標）

○市道改修（３路線）、遊歩道改修、豊砲台跡内部改修、ひとつば
たご保護ワイヤーメッシュ柵設置
○「舟志の森自然学校」来客者数　２，０００人

【達成年度】

達 成 時 期
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　職員を目指します。
○日頃より市民目線に立ち、丁寧で責任ある対応を心掛けます。

【 今 年 度 】
　主担当が不在でも市民ニーズに応えられる体制づくりと、窓口・
電話対応 対す 苦情件数「ゼ を目指 ます

項 目 窓口サービスの適正・迅速化

内 容

 職員相互間の情報共有化を図り、市民ニーズに対し広い間口体制
を構築、円滑で責任あるサービス提供に努めます。
 
○受付文書や決裁文書など、課内全員の供覧・決裁を受けます。
○定例的な課内会議開催で情報の共有化を図ります。
○各職員が縦割り担務の概念を捨て、広い庶務意識を持ちマルチ

課　名 住 民 生 活 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 対　象　外

施 策 対　象　外

全体 №５５
個別 013-03

平成２５年度［上対馬地域活性化センター］ 組織目標

・ 同　上

庁舎内会議の開
催

親切丁寧な窓
口・電話対応

10月５月 ６月 ７月 ８月 11月 12月 １月 ２月 ３月

達 成 時 期 平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ９月

指 標
（数値目標）

電話対応に対する苦情件数「ゼロ」を目指します。

【達成年度】
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項 目 地区消防団の統合及び車両の適正配置の推進

内 容

　消防団員の減少に伴い、若者や女性の入団を促進し増員を図ると
ともに、分団員数の減少若しくは職場等の都合により災害時におい
て消防団活動に影響を及ぼす虞のある分団は、隣接分団と統合し部
制を敷くとともに地区消防団のブロック化を行い地域に適応した分
団及び車両を配備し、迅速かつ的確な分団活動が行われるよう、消
防団組織等改革推進委員会で協議を行い、分団統合、車両の適正配
置を進めます。

【 今 年 度 】
　平成２５年４月１日現在の対馬市消防団分団数６７分団を６０分
団とします 分団間の距離 受持区域 団員数等を勘案し 効率よ

課　名 総 務 課 （ 消 防 団 ）

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 快適な暮らしを支える生活基盤の整った人とまち

施 策 安全で質の高い住環境の整備

全体 №５６
個別 014-01

平成２５年度［ 消 防 本 部 ］ 組織目標

○ ○

統合に向けた協
議（地区本部・
分団・地区）

対馬市消防団組
織等改革推進委
員会開催

○

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

達 成 時 期 平成２８年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

指 標
（数値目標）

団とします。分団間の距離、受持区域、団員数等を勘案し、効率よ
く消防活動が出来るよう消防団組織等改革推進委員会で協議し分団
統合を進めます。

【達成年度】
　平成２７年度を対馬市消防団分団統合及び車両適正配置の最終年
度とします。
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自分の家族は勿論のこと、「身近な人は自分で守る」を主眼と
し、救命に向けての救急隊到着までの間に市民の手による応急手当
（人工呼吸・心臓マッサージ・ＡＥＤの使用等）の実施は極めて重
要なものです。近年、対馬市内においてもＡＥＤの設置普及が１４
８施設１６１基と進んできたことから、設置施設の関係者だけでな
く市民の皆様にＡＥＤの設置を広く周知していくと同時に、救命処
理の手技を身につけていただくため、応急手当の講習会を毎週土曜
日の終日に拡大して実施します。

併せて、普通救命講習（３時間）だけでなく、負担の少ない救急
法（１時間程度）も受講者の希望に合わせて実施します。

【 今 年 度 】

項 目 応急手当の普及啓発活動

内 容

課　名 警 防 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 快適な暮らしを支える生活基盤の整った人とまち

施 策 安全で質の高い住環境の整備

全体 №５７
個別 014-02

平成２５年度［ 消 防 本 部 ］ 組織目標

・受講者延べ人員　約２，５００名

・同　　上

２月12月 １月

一人でも多くの市民に応急手当の手技を習得してもらうため、毎
週土曜日の終日に消防署所で行う救命講習は、少人数といわず１名
での受講も可能とします。

また、事業所等の救命講習会は従前どおり受講希望日に希望の場
所で実施するとともに、子どもに対する講習会を実施するために育
成会へ働きかけます。

10月５月 ６月 ７月 ８月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月

救命講習等

11月９月

【達成年度】

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

３月

達 成 時 期 平成２６年　３月
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実施設計業務及び整備

します。
・実施設計業務の完結

平成25年度に予算化し 入札契約を行う

実施設計業務の完結を受け、平成25年度の補助金事業を受けて、整備 　

電波法関係審査基準が改正され、消防機関が使用する消防救急ア
ナログ無線の使用期限が平成２８年５月３１日迄とされています。

このことから、消防無線のアナログ方式からデジタル方式への移
行を平成２６年度までに実施します。

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 快適な暮らしを支える生活基盤の整った人とまち

施 策

項 目

］
課　名 通 信 課

消防救急無線のデジタル化

内 容

指 標

【 今 年 度 】

組織目標

安全で質の高い住環境の整備

全体 №５８
個別 014-03

平成２５年度［ 消 防 本 部

・平成25年度に予算化し、入札契約を行う。
・整備についての打ち合わせ等を行う。

・消防救急無線のデジタル化

予算承認 契約承認

仮契約本契約

整備
(工事･打合せ等)

議会

１月８月 ９月 10月 11月 12月 ２月 ３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月

入札等

実施設計業務

整備
(議会提出準備)

【達成年度】

達 成 時 期 平成２７年　３月

指 標
（数値目標）
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【 今 年 度 】
１　住宅用火災警報器の有効性をＰＲし、設置率が低迷している地区へ
　への重点指導により全地区５０％以上の設置率を目指します。

項 目 住宅用火災警報器設置促進広報及び効果的な立入検査の実施

内 容

１　広報やイベントを通して市民に住宅防火を訴え、住宅用火災警報
　器設置率５０％未満に低迷している９地区への重点的指導により早
　期設置を促進します。

２　火災発生時の人命危険が高い施設等に対する効果的な立入検査を
　実施し、一層の防火安全対策の徹底を図ります。

課　名 予　防　課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 快適な暮らしを支える生活基盤の整った人とまち

施 策 安全で質の高い住環境の整備

全体 №５９
個別 014-04

平成２５年度［ 消 防 本 部 ］ 組織目標

・同　　上

達 成 時 期 平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ２月 ３月

住宅用火災警報
器設置促進広報

効果的な立入検
査の実施

５月 ６月 ７月 11月 12月 １月

　上の立入検査を実施し、防火安全対策の指導徹底を図ります。

８月 ９月 10月

指 標
（数値目標）

２　自力避難困難者が入居及び出入りする７３施設に対して年１回以

【達成年度】
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・統合校　１校
・統合園　１園

地区説明会

統廃合予算要求

統廃合準備

閉校（園）式 ○

11月 12月 １月 ２月 ３月

保護者説明会
（前年度）

平成３４年３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

項 目 教育施設の充実・整備、有効活用を推進します。

内 容

　平成２３年２月４日に示された対馬市立学校適正規模、適正配置等
検討委員会の答申を受け、対馬市の未来を託す子どもたちが豊かな人
間関係を築き、社会性の醸成を図っていけるような教育環境を整える
ため、対馬市立学校及び幼稚園統合推進計画に基づき保護者説明会及
び地区説明会を実施し、学校及び地域住民の理解のもと学校統廃合を
進めます。

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

【達 成年 度】
中期計画（平成２８年度まで）　小学校　２７校　→　２０校
　　　　　　　　　　　　　　　中学校　１５校　→　１３校
　　　　　　　　　　　　　　　幼稚園　　４園　→　　３園
長期計画（平成３３年度まで）　小学校　２０校　→　１１校
　　　　　　　　　　　　　　　中学校　１３校　→　　６校

達 成 時 期

課　名 総 務 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 地域が連携して支える教育・文化の充実した人とまち

施 策 安心して学べる学校教育環境の構築

全体 №６０
個別 015-01

平成２５年度［教育委員会事務局］ 組織目標
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【一人ひとりを大切にした教育活動の推進】　

１．基礎学力の定着と学校図書館の充実

２．特別支援教育の充実

３．不登校児童生徒対策の充実・推進

１．基礎学力の定着と学校図書館の充実

①各種研修会や学校訪問、研究指定校制度の実施

◎学校図書支援員の有効活用と図書の充実を図る。

２．特別支援教育の充実

◎県立虹の原特別支援学校高等部対馬分教室との連携を探る。

①各種研修会や交流学習等における連携　②中高連携のあり方　等

◎教員の研修の充実と介助員の有効活用を図る

３．不登校対策に係る研修会の開催と連携体制づくり

◎不登校児童・生徒数について昨年度から１割減を目指す。
① スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラーの活用

②不登校児童生徒実態調査〔毎月〕　③関係機関との連携

① ②

① ② ③
不登校対策関係

各種研修会・研究
指定校関係

特別支援教育関係

テレビ学習塾

学校図書館支援員

○ ○学校訪問 ○

10月 11月 12月 １月８月 ９月 ２月 ３月

達 成 時 期 平成２６年　３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月

確かな学力・豊かな心を育む教育活動の推進

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

◎児童・生徒の学力を県平均レベルに上げる。（学力調査等）

◎教員の指導力と児童生徒の学習意欲を高める。

②つしまテレビ学習塾〔5月～週1回・年間４０回放送：CATV〕

・同　　上
【 達 成 年 度 】

］ 組織目標

課　名 学 校 教 育 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 地域が連携して支える教育・文化の充実した人とまち

施 策 安心して学べる学校教育環境の構築

教育委員会事務局

全体 №６１

個別 015-02

平成２５年度［

７月

項 目
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○ スポーツ合宿等誘致推進事業

・合宿誘致予定団体：実業団、韓国スポーツ団体等
・誘致団体数：２団体（予定）
・合宿人数：１団体につき１０人～１５人
・合宿期間：１週間～１０日程度

・同　　上

全体 №６２　
個別 015-03

平成２５年度［教育委員会事務局］ 組織目標

課　名 生 涯 学 習 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 固有の歴史文化を発信し、交流の活発な人とまち

施 策 独自の地域資源を活かした交流人口の拡大

項 目 スポーツ合宿、スポーツ交流等誘致促進事業

内 容

　国内外のトップレベルチーム（プロ・実業団・大学等）を本市に誘致
し元気と笑顔のあるまちづくりはもとより、スポーツ教室・講演会等を
通して、市民の健康に対する意識の高揚、スポーツ人口の拡大、次代を
担う子どもたちの心身の健全な育成と夢づくり等を目指します。
　また、スポーツ競技団体との連携により、競技力の向上、スポーツ指
導者等人材の育成、体育施設の有効活用、誘致することでの交流人口の
拡大、地域経済効果の向上を目指します。
　更には、誘致団体の成績向上による全国的知名度アップでの合宿地と
しての対馬市のＰＲ及び他スポーツ活動団体の本市での合宿等誘致に対
する相乗効果を目指します。

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

【達 成年 度】

達 成 時 期

１月 ２月 ３月

誘致候補団体と
の交渉・決定

平成２６年 ３月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ６月

合宿受入準備

合宿の実施

次年度の誘致候
補団体の選定・
交渉

11月 12月７月 ８月 ９月 10月
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○ 長崎県美術展覧会公募展移動展

○ 入館者目標　1,000人

・同　　上

実行委員会打合せ 関係機関との調整

作品募集期間 開催の周知期間

作品展示期間

県展新聞作成

【達 成年 度】

平成２５年度［教育委員会事務局］ 組織目標

課　名 生 涯 学 習 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 地域が連携して支える教育・文化の充実した人とまち

施 策 芸術・文化活動の振興

項 目 芸術文化鑑賞の機会充実及び市民文化活動の支援

内 容

　美術鑑賞機会の少ない対馬市において、県展入賞作品及び対馬市在住者の
入賞作品を移動展示します。
　併せて、児童や学生を対象に、専門家によるワークショップ・実演なども
行います。

※　主催：長崎県、対馬市教育委員会、対馬市文化協会との共同開催
※　部門：日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真・デザインの７部門
※　開催日：平成25年11月21日(木)～11月25日(月)【５日間】
※　会場：対馬市交流センター

指 標
（数値目標）

【 今 年 度 】

達 成 時 期 平成２５年１１月

６月 ７月

実行委員会の開催
関係団体との連携

作品募集期間
開催の周知期間

作品展示

県展新聞作成

８月 ９月

全体 №６３
個別 015-04

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

取り組み ４月 ５月 ２月 ３月10月 11月 12月 １月
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①指定文化財の保存整備

②文化財に係る防犯対策と情報発信

③博物館及び郷土館・資料館の整備

①指

② 文化財に係る防犯対策の強化と情報発信の実施
広報誌による情報発信（年12回）
防犯強化に為の防犯措置設置（5箇所）

③ 対馬歴史海道博物館（仮称）建設について、その具体的計画の推進
博物館建設に関する市関係部局調整会議（年4回）
県施設との合築に向けた具体事項に係る県との調整・協議（年6回）
博物館建設に関する文化庁協議（年2回）
博物館建設基本設計に向けた準備事務
博物館開館に向けたスキル習得の為の研修参加（年2回）

①
② 同上（平成２５年度）
③ 対馬歴史海道博物館（仮称）の完成（平成２８年度）

史跡の保存整備(5箇所)の完了（平成３１年度）

指　　標
（数値目標）

２月 ３月

指定文化財の保
存整備事業

文化財に係る防
犯対策と情報発
信

12月 １月

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

７月

博物館及び郷土
館・資料館の整
備

８月 ９月 10月 11月取り組み ４月 ５月 ６月

項 目 文化財の保護・活用を図ります。

【 今 年 度 】
史跡の保存整備(5箇所)

【達 成年 度】

達 成 時 期 平成３２年　３月

課　名 文 化 財 課

№
総 合 計 画

の 区 分

施策の大綱 地域が連係して支える教育・文化の充実した人とまち

施 策 芸術・文化活動の振興

全体 №６４
個別 015-05

平成２５年度［教育委員会事務局］ 組織目標
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平成２４年度

変更理由

　苦情などもなく、十分な目標確保が出来ました。今後も職員全員が日
頃からお客様への対応並びに施設の美化に心がけることから、新たな目
標を設定することとします。

2

目　　標 　情報公開に迅速に対応できる体制を目指します。

達成年度
（昨年度設定時）

平成２４年度

変更理由

　目標だった書庫の整理も出来、今後も日頃から文書管理及び書庫の整
理に努めることから、新たな目標を設定することとします。

課　名
峰地域活性化センター

各 課 共 通

組 織 目 標 変 更 理 由 書

1

目　　標 　窓口サービスの充実に努めます。

達成年度
（昨年度設定時）

ここでは、前年度までの組織目標について、目標を達成したものや、何らかの理由により目

標から除いた分について記載しています。

1

目　　標 農家所得パワーアップ事業

達成年度
（昨年度設定時）

平成２６年度

変更理由

雇用人数：１３名
農家会員数（実績）　344名(H24.3) → 383名(H25.3)
比率＝１１％増

平成26年度目標値である380名を早期達成できました。今後も農家と消
費者を繋ぐ組織体制を強化し、地産地消をすすめ農家所得の向上と島内
消費活性化を推進します。

課　名 農 林 振 興 課
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